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倶知安町営野球場使用料

＜令和２年４月１日からの使用料＞ ＜令和２年３月３１日までの使用料＞

（使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。） （使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。）

区分 早朝 午前 午後 夕刻 摘要

午前８

時まで

午前８時

～正午

正午～午

後５時

午後５時

以降

野球場 第１球場 1,570円 3,140円 3,140円 1,570円

第２球場 1,040円 2,090円 2,090円 1,040円

区分 早朝 午前 午後 夕刻 摘要

午前８時

まで

午前８時

～正午

正午～午

後５時

午後５時

以降

野球場 第１球場 1,500円 3,000円 3,000円 1,500円

第２球場 1,000円 2,000円 2,000円 1,000円


